
  

苦 情 ・ 紛 争 仲 介 の 手 続 き の 流 れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦 情 の 申 出 

（窓口：相談センター） 

 

会員等へ通知⇒ 当事者解決促進 

（口頭又は書面にて受付） 

不 調 解 決 （申出人への助言） 

（本会の紛争処理制度の紹介） 

「紛争処理規程」対応 

（苦情処理の終了、記録の保存） 

申出の却下 

顧客 

「苦情処理規則」対応 

当事者間の話合い 

申出の却下 
（会員等の立証状況と申出の却下） 

申出人事情聴取と言い分の把握 

申出人への助言 

（申出内容の精査） 

紛争の仲介の申出 

（窓口：相談センター） （直接、紛争仲介から） 

書面にて受付 

申出内容の精査と会員等の立証状

況及び申出の却下 

申出の却下 

担当委員による事情聴取 

当事者間の互譲の促進 

 

 

答弁書の提出（会員等） 

解 決 

調停案の提示 

会長による「担当あっせん・調停

委員（担当委員）」の指名 

担当委員による精査、聴取 

（紛争処理の終了、記録の保存） 

担当委員の指名及び通知 

事情聴取の期日の調整 

双方受諾 

解  決 

会員等拒否 
申出人が受諾を拒否 

 
 

不調、あっせん打切り 

（紛争処理の終了、記録の保存） 

※ 担当委員は､原則として1人で紛争仲介を行うが､当事者（顧客､会員等）の一方が

申出をしたとき又は担当委員が必要と認めたときは､第2回目以降の期日において､

あっせん･調停委員3人による委員会を組織して紛争仲介を行わせることができる。 

担当委員による精査、聴取 

※ 担当委員が紛争の解決に資するために適当と認めたと

きに提示されるもので、必ず提示されるものではない。 

不調、調停打切り 
 

 

制 裁 

 

受諾の指示 

※第１回口頭弁論後、
会員等からの申出に
より預託金を返還。 

 

不調、調停打切り 
 
調停案により支払う
べき金銭を本会に預
託後、会員等による
訴訟等の提起 

 


